
訪問看護Ⅰ1 314

訪問看護Ⅰ2 471

訪問看護Ⅰ3 823

訪問看護Ⅰ4 1,128

訪問看護Ⅰ5 294

訪問看護Ⅰ5 588

訪問看護Ⅰ5・2超 795

2,961

3,761

※地域単価　\10.00　（松田町その他）　

　　　　　　　　③利用者負担額　＝　A　-　B
※①～⑪についての加算内容につきましては裏面にてご確認下さい。

※訪問時間延長料金につきましては非課税となります。

※領収証は確定申告の対象となりますので大切に保管してください。

⑪介護職員等処遇改善加算 （1月につき） （介護報酬総単位数×1.8％）×　\10.00

¥3,761

⑤ターミナルケア加算

50 ¥50

（1回につき） ¥18

¥11,283連携型定期巡回・随時対応型訪問介護看護　要介護5　 

連携型定期巡回・随時対応型訪問介護看護　要介護1～4 ¥29,610 ¥2,961 ¥5,922 ¥8,883

¥7,522¥37,610

¥100

¥201

¥951

¥1,800

¥300

¥254

¥300

¥402 ¥1,206

¥600

¥350

¥1,200

¥700

¥804

¥6

¥500

¥250

¥600

¥2,500

¥1,500

¥750

¥762

¥603

¥12

¥1,000

¥500

¥1,200

¥5,000

¥1,764

¥2,385

ご負担額

【　介護保険訪問看護ご利用料金表　】　　　　　　　（2026年6月1日改定実施版）

日付
３割２割１割

ご負担額

３割

¥942

¥1,413

¥2,469

¥3,384

¥882

⑧複数名訪問加算

2名
看護師

30分未満

30分以上

30分以上

２０分未満

30分未満

１時間以上１時間半未満

①'サービス提供体制強化加算(定巡用)

¥3,140

加算
※①②③④⑤
⑪は区分支給
限度基準額の
算定対象外

（日1回） 317

¥11,280

３０分未満 ¥4,710

３０分以上１時間未満
看護

内　容 時　間 ｻｰﾋﾞｽ名称 単位数 基本料金
１割 ２割

定期巡回訪看

(1月につき)

②特別管理加算（Ⅰ）

¥8,230

¥471

¥823

（日1回）

¥5,880

2,500

単位数

¥795

リハビリ
※1週間に
6回まで

利用可能

２０分 ¥2,940

６０分（1回あたり20分の1０％減×３） ¥7,950

４０分（1回あたり20分×2）

（月1回） 500

確認

6

加算同意欄

¥150

③特別管理加算（Ⅱ） （月1回） 250

（日1回） 201

300

基本料金の　50％　増し(定期巡回訪看は除く)

⑩初回加算（Ⅰ）

6：00から8：00まで

22：00から6：00まで

¥600

（日1回） 254

¥402

¥634¥317

402

（月1回） 600

看護師
と看護
補助者

（1月につき）

⑩初回加算（Ⅱ）

【介護保険外のその他の料金】

内容

（月1回）

⑨退院共同指導加算

（日1回）

¥1,050350

600④緊急時訪問看護加算（Ⅰ）

料金

永眠時の処置料等

\1,100(税込み)

￥22,000(税込み)

医療法人社団　三喜会
鶴巻訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝあしがら

TEL：0465-83-8200

訪問時間延長料金（訪問が1.5時間を超えた場合） \1,650/30分につき

18：00から22：00まで時間外加算

キャンセル料（ｻｰﾋﾞｽ利用日の当日ｷｬﾝｾﾙされた場合）
※ご利用者様の容態の急変や緊急やむを得ない事情のある場合は不要です。

（1月につき） 300

基本料金の　25％　増し(定期巡回訪看は除く)

¥314 ¥628

¥1,646

¥588 ¥1,176

¥1,128

¥588

¥2,256

¥294

¥942

¥1,590

¥1,800

¥7,500

¥600 ¥900

¥508

（月1回） 250 ¥250 ¥500 ¥750

※計算式・・・①報酬単位　×　地域単価　＝　A（小数点以下切捨て）　②A　×　0.9又は0.8又は0.7　＝　B（小数点以下切捨て）

⑥長時間訪問看護加算

⑦専門管理加算

①サービス提供体制強化加算Ⅰ

¥900

（月1回）



＜区分支給限度額の算定対象外＞

勤続７年以上の者が30％以上の事業所が訪問看護を行った場合、１回につき加算をさせていただきます。

＜区分支給限度額の算定対象外＞

国の定める基準に適合している事業所が定期巡回訪問看護を行った場合、1月につき加算を

算定させて頂きます。

②特別管理加算（Ⅰ） ＜区分支給限度額の算定対象外＞

在宅悪性腫瘍患者指導管理・在宅気管切開患者指導管理、気管カニューレ又は留置カテーテルを

使用している状態の方。

③特別管理加算（Ⅱ） ＜区分支給限度額の算定対象外＞

※ 在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、

在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理

※ 人工肛門又は人工膀胱を設置している方。
※ 真皮を越える褥瘡の方。
※ 点滴注射を週3日以上行う必要があると認められる方。

④緊急時訪問看護加算（Ⅰ） ＜区分支給限度額の算定対象外＞

※ 利用者様またはそのご家族様から電話等により看護に関する意見を求められた際に常時対応できる

体制かつ緊急時訪問における看護業務の負担の軽減に資する十分な業務管理等の体制の整備が

行われている事業所が算定する事ができます。
※ 緊急訪問を行った際は要した時間の単位数を算定させて頂きます。
※ 1月に2回目以降の緊急訪問を行った際には早朝・夜間・深夜加算を算定させて頂きます。

⑤ターミナルケア加算 ＜区分支給限度額の算定対象外＞

※ 死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上ターミナルケアを行い、ご自宅でお看取りをさせて頂いた

場合に算定致します。
※

⑥長時間訪問看護加算
厚生労働大臣が定める特別な管理を必要とする利用者様に対して所要時間1時間30分以上の指定

訪問看護を行った後に引き続き訪問看護を行う場合、1回につき加算させて頂きます。

⑦専門管理加算
（イ）緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師が計画的な

管理を行った場合又は（ロ）特定行為研修を修了した看護師が計画的な管理を行った場合に算定させて頂きます。

⑧複数名訪問看護加算
利用者様の身体的理由、暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損等により一人の看護師による訪問

看護が困難と認められた場合に加算させて頂きます。同行者の職種によって金額が異なります。

⑨退院時共同指導加算
入院中に訪問看護ステーションの看護師等が医療機関と共同し在宅での療養上必要な指導を行った

場合に算定させて頂きます。

⑩初回加算（Ⅰ・Ⅱ）
Ⅰ　退院・退所日当日に看護師が訪問した場合　　Ⅱ　退院・退所日翌日以降に看護師が訪問した場合
利用者が過去2月間において当該事業所から訪問看護（医療保険の訪問看護を含む）の提供を受け
ていない場合であって訪問看護計画書を作成した場合に算定させて頂きます。
要支援から要介護に介護度が変わり訪問看護計画書を作成した場合に算定させて頂きます。

＜区分支給限度額の算定対象外＞

介護・福祉分野で働く職員の賃上げや職場環境の改善を目的として、事業所が一定の要件を満たした
場合に介護報酬等に上乗せされる公的な加算制度となります。

⑪介護職員等処遇改善加算

【　各加算に関する説明　】

①'ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算(定期巡回)

①ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算Ⅰ

（死亡診断を目的に医療機関へ搬送し24時間以内に亡くなられた場合も含みます）

在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛指導管理、在宅肺高血圧症指導管理を受けている方。



予訪看Ⅰ1 303

予訪看Ⅰ2 451

予訪看Ⅰ3 794

予訪看Ⅰ4 1090

予訪看Ⅰ5 284

予訪看Ⅰ5 568

予訪看Ⅰ5・2超 426

30分未満 254
30分以上 402
30分未満 201
30分以上 317

※地域単価　\10.00　（松田町その他）　

　　　　　　　　③利用者負担額　＝　A　-　B
※①～⑩についての加算内容につきましては裏面にてご確認下さい。

※訪問時間延長料金につきましては非課税となります。

※領収証は確定申告の対象となりますので大切に保管してください。

※計算式・・・①報酬単位　×　地域単価　＝　A（小数点以下切捨て）　②A　×　0.9又は0.8又は0.7　＝　B（小数点以下切捨て）

⑩介護職員等処遇改善加算 （1月につき） （介護報酬総単位数×1.8％）×　\10.00

【　介護予防訪問看護ご利用料金表　】　　　　　　　（2026年6月1日改定実施版）

基本料金の　25％　増し

基本料金の　25％　増し

基本料金の　50％　増し

¥300

¥600 ¥1,200

¥201

¥300

¥1,800

¥603
¥951

¥762
¥1,206

¥1,800

¥1,704

¥1,278¥852

¥500

¥600

¥1,500¥500

¥1,200

¥402
¥634

¥804

ご負担額

日付
３割

3割

¥909

¥1,353

¥12

￥22,000(税込み)

¥600

6：00から8：00まで

18：00から22：00まで

料金

永眠時の処置料等

加算
※①②③④⑩は
区分支給限度基
準額の算定対象

外

（日1回）

⑨初回加算（Ⅱ） 300

2名
看護師 ¥402

¥451

¥794

¥902

確認

¥4,260

500

２割

¥18

¥284

¥2,382

¥3,270

¥852

時間外加算

22：00から6：00まで

¥1,136

¥600

¥750

\1,650/30分につき

内　容 時　間

¥1,588

¥2,180

¥568

¥4,510

¥7,940

¥10,900 ¥1,090

１割 ２割

¥303

¥2,840

¥606

看護
３０分未満

１時間以上１時間半未満

３０分以上１時間未満

２０分未満

ｻｰﾋﾞｽ名称 単位数

¥5,680

６０分（1回あたり20分×3）

①サービス提供体制強化加算Ⅰ

¥3,030

6

基本料金

１割
ご負担額

内容

¥1,000

（月1回）

③特別管理加算（Ⅱ） 250

（日1回）

看護師と看
護補助者

300

②特別管理加算（Ⅰ）

（1月につき）

¥317

¥508

¥700

※ご利用者様の容態の急変や緊急やむを得ない事情のある場合は不要です。

¥900

600

（1月につき） 350 ¥350

（月1回）

キャンセル料（ｻｰﾋﾞｽ利用日の当日ｷｬﾝｾﾙされた場合）

⑦複数名訪問加算

（日1回）

⑧退院共同指導加算

訪問時間延長料金（訪問が1.5時間を超えた場合）

￥1,100(税込み)

12ヶ月を超えた
場合は△5単位

¥568

【介護保険外のその他の料金】

600

⑨初回加算（Ⅰ）

¥254

¥250

¥426

リハビリ
※1週間に
6回まで

利用可能

④緊急時介護予防訪問看護加算（Ⅰ）

⑤長時間訪問看護加算

⑥専門管理加算 （月1回）

（月1回）

（月1回）

加算同意欄

(1回につき)

２０分

４０分（1回あたり20分×2）

¥500 ¥750250

単位数

¥6

¥900

¥250

医療法人社団　三喜会

鶴巻訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝあしがら

TEL：0465-83-8200

¥1,050



＜区分支給限度額の算定対象外＞

勤続７年以上の者が30％以上の事業所が訪問看護を行った場合、１回につき加算をさせていただきます。

②特別管理加算（Ⅰ） ＜区分支給限度額の算定対象外＞

在宅悪性腫瘍患者指導管理・在宅気管切開患者指導管理、気管カニューレ又は留置カテーテルを

使用している状態の方。

③特別管理加算（Ⅱ） ＜区分支給限度額の算定対象外＞

※ 在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、

在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理

※ 人工肛門又は人工膀胱を設置している方。
※ 真皮を越える褥瘡の方。
※ 点滴注射を週3日以上行う必要があると認められる方。

④緊急時介護予防訪問看護加算（Ⅰ） ＜区分支給限度額の算定対象外＞

※ 利用者様またはそのご家族様から電話等により看護に関する意見を求められた際に常時対応できる

体制かつ緊急時訪問における看護業務の負担の軽減に資する十分な業務管理等の体制の整備が

行われている事業所が算定する事ができます。
※ 緊急訪問を行った際は要した時間の単位数を算定させて頂きます。
※ 1月に2回目以降の緊急訪問を行った際には早朝・夜間・深夜加算を算定させて頂きます。

⑤長時間訪問看護加算
厚生労働大臣が定める特別な管理を必要とする利用者様に対して所要時間1時間30分以上の指定

訪問看護を行った後に引き続き訪問看護を行う場合、1回につき加算させて頂きます。

⑥専門管理加算
（イ）緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師が計画的な

管理を行った場合又は（ロ）特定行為研修を修了した看護師が計画的な管理を行った場合に算定させて頂きます。

⑦複数名訪問看護加算
利用者様の身体的理由、暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損等により一人の看護師による訪問

看護が困難と認められた場合に加算させて頂きます。

⑧退院時共同指導加算
入院中に訪問看護ステーションの看護師等が医療機関と共同し在宅での療養上必要な指導を行った

場合に算定させて頂きます。

⑨初回加算
Ⅰ　退院・退所日当日に看護師が訪問した場合　　Ⅱ　退院・退所日翌日以降に看護師が訪問した場合

利用者が過去2月間において当該事業所から訪問看護（医療保険の訪問看護を含む）の提供を受け

ていない場合であって訪問看護計画書を作成した場合に算定させて頂きます。

要介護から要支援に介護度が変わり訪問看護計画書を作成した場合に算定させて頂きます。

＜区分支給限度額の算定対象外＞

介護・福祉分野で働く職員の賃上げや職場環境の改善を目的として、事業所が一定の要件を満たした
場合に介護報酬等に上乗せされる公的な加算制度となります。

⑩介護職員等処遇改善加算

【　各加算に関する説明　】

在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛指導管理、在宅肺高血圧症指導管理を受けている方。

①ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算Ⅰ


